
評価
最終目標
（Ｒ５）

Ｃ
１８件
（２件）

Ｃ ９０人

〇本社機能移転促進費補助金の創設
　本社機能の移転に伴い、県内に居住する者を２人以上雇用する場合に奨励金を支給する
ほか、転居費用に対して補助する制度を創設するなど、本社機能の移転を促進した。
〇不動産取得税、事業税の不均一課税制度及び課税免除制度の創設
　本社機能の移転に対する県税の課税免除措置等を創設し、本社機能の移転を促進した。
〇企業に対する周知活動
　県外企業への訪問や東京都及び愛知県で開催する企業立地説明会、県ホームページでの
情報発信など、様々な機会を捉えて、企業の本社機能の地方移転に係る支援制度の周知を
図った。

評価指標（目標）の達成状況

評価指標

目標１
地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画認定件数
（うち移転型件数）

青森地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
中間評価

地域再生計画の概要
　地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例を活用し、企業の本社機能の移
転及び域内企業の本社機能の拡充に伴う新規立地等を促進し、当該地域における就労機会
の創出を図る。

関連する取組

目標２
雇用機会創出数

実績
（Ｈ２７－Ｈ３０）

１件
（０件）

中間目標
（Ｈ２７－Ｈ３０）

８件
（２件）

４０人 ２５人

※Ａ：「中間目標値」以上、Ｂ：「中間目標値」の７０％以上、Ｃ：「中間目標値」の７０％未満

総括評価

　認定件数については平成３０年度末時点で拡充型１件のみであり、また、雇用創出件数につ
いては平成３０年度末時点で２５人と中間目標の６２．５％となっており、企業への更なる働きか
けが必要である。

今後の展開等

　令和２年４月の地方拠点強化税制の期間延長及び制度拡充に合わせ、本県の不均一課税
制度等についても延長するなど、最終年度の令和５年に向けて、引き続き本社機能移転・拡
充に向けた取組を一層推進していく。


